
－1－ 

 

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護重要説明書  

 

                                           《ショートステイ やわらぎの里 西多田》 

 

 

 当事業所は、介護保険の指定を受けています。（指定  第2873102384号） 

 

 当事業所は、利用者の皆様に、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護のサ

ービスをご提供いたします。 

  当事業所の概要や提供するサービスの内容のほか、ご契約に際してご注意いただきた

い事柄などを、ご説明いたします。 

 

 

１．当事業所をご利用いただく方（利用者） 

 

 当事業所のサービスをご利用いただきます方は、原則として、要介護認定において

「要支援」か「要介護」と認定された方が対象となります。 

 

 

２．当事業所を運営する事業者 

 

（１）事業者 

      社会福祉法人 正和会（平成15年8月28日 設立）   

 

（２）法人の所在地 

      〒 666－0142 兵庫県川西市清和台東4丁目5番地の２６    

          TEL  072－798－0007       FAX  072－798－1155 

 

（３）法人代表者 

      理事長  古 賀 大 介 

 

 

３．事業所の概要 

 

    当事業所は、「特別養護老人ホーム やわらぎの里 西多田」に併設されています。 

 

（１）建物の構造及び延床・敷地面積 

      鉄筋コンクリート造  地上３階 延床 6,405.27㎡  敷地 7,461.93㎡ 

 

（２）事業所の種類 

      短期入所生活介護事業所 〈 平成27年７月１日 指定 〉 

          兵庫県指定  第2873102384号 
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      介護予防短期入所生活介護事業所 〈 平成27年７月１日 指定 〉 

          川西市指定  第2873102384号 

 

（３）事業所の名称 

       ショートステイ やわらぎの里 西多田 

 

（４）事業所の所在地 

      〒 666－0138 兵庫県川西市西多田2丁目1番7号    

          TEL  072－793－6700       FAX  072－793－6677 

   （阪急バス「西多田」バス停下車 徒歩 3分） 

 

（５）事業管理者 

       馬 場 智 純（ 特別養護老人ホーム やわらぎの里 西多田 施設長 ） 

 

（６）事業開始 

       平成27年７月１日 

 

（７）利用定員 

       20人 

 

（８）居室等の概要（特別養護老人ホームと合わせて表示しています。） 

 

      居室           120室（全室個室） 

      共同生活室     12室 

      浴室             6室 

      医務室           1室 

 

（９）事業所の運営方針 

利用者が要支援又は要介護の状態になられた場合においても、心身の特性を  

踏まえ可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した生活を  

営んでいただけるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮  

しながら、利用者の社会的孤立感の解消や日常生活上の介護、機能訓練等のほか、 

利用者のご家族の身体的・精神的な負担を軽減するために必要な援助等を行い  

ます。 

 

 

４．事業実施地域及び事業所の開設日等  

 

（１）事業の実施区域 

      川西市・伊丹市・宝塚市・池田市・猪名川町・豊能町（通常の実施区域） 
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（２）事業所の開設日及び受付時間 

   ○ 開設日 年中無休 

   ○ 受付時間 

  月曜日から金曜日 午前９時００分から午後６時００分までの間 

（土曜日・日曜日は、受付いたしません。但し、緊急時は対応いたします。） 

 

 

５．職員の配置状況 

 

     当事業所は、利用者に短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護のサービ

スを提供するため、次の職員を配置しています。 

 

   〈 主な職員の配置状況 〉 
 

 職   種  常勤換算 指定基準  

管 理 者  １名 １名 

介 護 職 員  38名以上 38名 

生 活 相 談 員  ２名 ２名 

看 護 職 員  ３名以上 ３名 

機能訓練指導員  １名以上 １名 

医     師  必要数 必要数 

管 理 栄 養 士  １名 １名 
 
   ※ 職員の配置については、指定基準を遵守しています。 
   ※ 上記の職員数は、特別養護老人ホームを含んだ数です。 

   ※ 常勤換算 … 職員それぞれの週当たりの勤務延べ時間数の総数を、当事業所に 
           おける常勤職員の所定勤務時間(週40時間)で除した数です。       

     

 

   〈 主な職員の勤務体制 〉 
 

 職   種  勤   務   時   間  

介 護 職 員   標準的な時間帯における最低配置人員 

  早  朝 午前７時30分から午後４時30分  12名 

  昼夜間 午前11時から午後８時       12名 

  夜  間 午後８時から翌午前８時         6名 

看 護 職 員   標準的な時間帯における最低配置人員 

  毎日 午前９時から午後６時       ３名 

夜間オンコール体制                       １名 

機能訓練指導員 毎日 午前９時から午後６時        １名 

 
医     師   毎週１日  
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〈 主な職員の職務 〉 
 

 職   種 職   務   概   要 

介 護 職 員   利用者の日常生活上の介護や健康保持のための相談・ 

  助言を行います。 

生 活 相 談 員  利用者の日常生活上の相談に応じ、生活支援を行いま 

  す。 

看 護 職 員   主に利用者の健康管理や療養上の世話を行いますが、 

  日常生活上の介護や介助等も行います。 

機能訓練指導員   利用者の機能訓練を担当します。 

医     師  利用者に健康管理及び療養上の指導を行います。 

 

 

 

６．当事業所のサービス内容と利用料金  

 

当事業所では、次のようなサービスを提供します。（当事業所が提供するサービスに

は、利用料金が介護保険から給付される場合と、利用料金の全額をご利用者に負担して

いただく場合とがあります。） 

 

（１）介護保険の給付対象となるサービス（契約書第６条 参照） 

      次のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付 

  されます。 

   ①  サービスの概要  

     ○ 食 事      管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体状  

       況及び嗜好に配慮した食事を提供します。 

                    朝 食   午前８時から 

                    昼 食   正午（１２時）から 

                    おやつ   午後３時から 

                    夕 食   午後６時から 

 

    ○ 入 浴   入浴又は清拭を行います。心身の状況に応じた浴槽を使用し、 

         安全で快適な介助を行います。また、１週間当たり２回以上、  

         ３日以内の短期の場合でも１回以上入浴していただけます。 

 

    ○ 排 泄   排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活かした 

          援助を行います。   

 

    ○  機能訓練  利用者に日常生活を送っていただくために必要な機能の減退を

         防止するため、生活の中での訓練（生活リハビリ）を行います。 
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○ その他の自立への支援  寝たきり防止のため、できる限り離床について考慮

します。 

清潔で快適な生活を送っていただくため、適切な整 

 容などについて援助します。 

 

○ 洗濯サービス   ご希望により洗濯いたします。ただし、洗濯機・乾燥機にかけ

させていただきますので、綿等の適応素材をご用意ください。なお、

ご利用日数によっては、洗濯のできあがり時間の都合で、洗濯できな

い場合もあります。 

 

    ②  指定短期入所・介護予防短期入所生活介護サービス利用料金〈１日当たり〉 

        次の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護         

保険給付額を除いた金額（自己負担額）をお支払いいただきます。（サービス         

の利用料金は、利用者の要介護度に応じて異なります。また、月のサービス利用

回数と地域加算をまとめて計算するため、利用料金が異なる場合があります。） 
 

 

《 サービス利用料金表（単位：円／日） 》 

※いずれも介護職員等処遇改善加算Ⅱを適用した場合の金額です。 
 

○ 要支援１・２（機能訓練体制加算を適用した場合） 
 

  利用者負担の割合が 

１割の場合 

利用者負担の割合が 

２割の場合 

利用者負担の割合が 

３割の場合 

要支援１ 要支援２ 要支援１ 要支援２ 要支援１ 要支援２ 

１ご利用者の 

利用料金 
6,488 8,007 6,488 8,007 6,488 8,007 

２上段金額の 

内、介護保 

険の給付額 

5,839 7,206 5,190 6,405 4,541 5,604 

３ご利用者の 

自己負担額 
649 801 1,298 1,602 1,947 2,403 

 

 

○要介護１～５（機能訓練体制加算を適用した場合） 
 

  利用者負担の割合が１割の場合 利用者負担の割合が２割の場合 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１ご利用者の 

利用料金 
8,577 9,400 10,296 11,140 11,974 8,577 9,400 10,296 11,140 11,974 

２上段金額の 

内、介護保 

険の給付額 
7,719 8,460 9,266 10,026 10,776 6,861 7,520 8,236 8,912 9,579 

 ３ご利用者の 

自己負担額 
858 940 1,030 1,114 1,198 1,716 1,880 2,060 2,228 2,395 

（機能訓練体制加算を適用した場合） 
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  利用者負担の割合が３割の場合 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１ご利用者の 

利用料金 
8,577 9,400 10,296 11,140 11,974 

２上段金額の 

内、介護保 

険の給付額 
6,003 6,580 7,207 7,798 8,381 

 ３ご利用者の 

自己負担額 
2,574 2,820 3,089 3,342 3,593 

 

 

《その他、状況に応じて加算されるサービス》 

加 算 項 目 
負 担 額 

１割 ２割 ３割 適 用 

生活機能向上連携加算Ⅰ  121  241  361 （一月につき）※3 ヶ月を限度 

生活機能向上連携加算Ⅱ  240   479   719  （一月につき） 

個別機能訓練加算  68   135   203  （一日につき） 

 看護体制加算Ⅰ  6   11   16  （一日につき）※要介護の方のみ 

看護体制加算Ⅱ  10   19   29     〃 

看護体制加算Ⅲ  14   30   45     〃 

 看護体制加算Ⅳ  28   55   83     〃 

医療連携強化加算  70   140   209     〃 

夜勤職員配置加算Ⅱ  22   43   64     〃 

 夜勤職員配置加算Ⅳ  25   49   73     〃 

 認知症行動・心理症状緊急対応加算  240   479   719  （一日につき）※7 日を限度 

 若年性認知症利用者受入加算  144   287   431  （一日につき） 

 緊急短期入所受入加算  108   216   323  
（一日につき）※要介護の方のみ、 

7 日を限度 

 療養食加算  10   19   29  （一回につき） 

在宅中重度者受入加算１  505  1,009  1,513  （一日につき）※要介護の方のみ 

在宅中重度者受入加算２  500  1,000  1,500     〃 

在宅中重度者受入加算３  495   990  1,485     〃 

在宅中重度者受入加算４  510  1,019  1,529     〃 
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認知症ケア専門加算Ⅰ  4   7   10  （一日につき） 

認知症ケア専門加算Ⅱ  6   11   16     〃 

 サービス提供体制強化加算Ⅰ  27   53   79     〃 

 サービス提供体制強化加算Ⅱ  22   43   64     〃 

 サービス提供体制強化加算Ⅲ  8   15   22     〃 

 看取り連携体制加算 77 154 231 
（一日につき）※死亡日及び死亡日以 

前 30日以下について、７日を限度 

 口腔連携強化加算 61 121 181 （一月につき） 

生産性推進向上体制加算Ⅰ 121 241 361    〃 

 生産性推進向上体制加算Ⅱ 12 24 35    〃 

 長期利用者減算(31日～60日利用)  -35   -71   -107  （一日につき）※要介護の方のみ 

長期利用者減算(要支援 1) -31 -63 -95 （一日につき）※31日以降 

     〃      (要支援 2) -39 -78 -117   〃 

長期利用者減算(要介護 1) -41 -82 -123 （一日につき）※61日以降 

     〃      (要介護 2) -38 -76 -114    〃 

     〃      (要介護 3) -38 -76 -114    〃 

     〃      (要介護 4) -38 -76 -114    〃 

     〃      (要介護 5) -38 -76 -114    〃 

 

 

   《 居住費・滞在費、食費の負担額表（単位：円／日） 》 
 

 
居住費・滞在費   2,850円 

 

食 費   朝食 500円   昼食 710円   夕食 610円 
  

 

 

  ③ 特定入所者介護サービス費 

居住費及び食費については、それぞれの保険者である市区町村に申請して負担上 

限額設定による補足的給付が受けられます。ただし、次の所得制限がありますので  

ご注意ください。 
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《自己負担額の段階と負担額》                 （単位：円／日） 

段階区分 適 用 範 囲 居住費 食 費 

第１段階 生活保護受給者 

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税 
880 300 

第２段階 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、本人の合計所

得金額と課税年金収入と非課税年金収入が 80万９千円以下 
880 600 

第３段階① 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、本人の合計所

得金額と課税年金収入と非課税年金収入が 80万９千円超 

120万以下 

1,370 1,000 

第３段階② 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、本人の合計所

得金額と課税年金収入と非課税年金収入が 120万以上 
1,370 1,300 

第４段階 １・２・３段階以外の方 
2,850 1,820 

※配偶者に住民税が課税されている場合には負担軽減の対象外となります。 

※預貯金等の金額が第 2 段階で単身 650 万円・夫婦 1,650 万円、第 3 段階①で単身 550 万

円・夫婦 1,550 万円、第 3 段階②で単身 500 万円・夫婦 1,500 万円を超える場合は負担軽

減の対象外となります。 

 

 

    ④  送迎利用（片道当たり）（介護職員等処遇改善加算Ⅱを適用） 

ご家庭から当事業所までの送迎を希望される方は、送迎利用料金が必要です。 
 

送迎利用料金 2,204円 

上段の内、介護保険 

からの給付額 
1割負担1,983円 2割負担1,763円 3割負担1,542円 

利用者の自己負担額 1割負担 221円 2割負担 441円 3割負担 662円 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第７条 参照） 

      次のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

 

    ① サービスの概要と利用料金  

     ○通常の実施区域外から利用者される方の送迎費用     通常の事業実施区域外の方

が利用される場合、（１）④の自己負担額以外に、同実施区域

外から近畿運輸局の定める神戸・阪神間地区のタクシー初乗

り運賃および加算運賃を加算した額を負担していただきます。 

 

     ○ 理美容      理美容師の出張サービス（調髪・顔剃り・パーマなど）を、事前 

予約によりご利用いただけます。利用料金は、実費です。 

 

     ○ 行事等の費用    行事等の際に施設外で食事などをされた場合は、その実費 

        をいただきます。 
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    ※  経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更   

      することがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、   

    変更を行う１ヵ月前までに、ご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第８条 参照） 

      前記（１）、（２）の利用料金・費用は、ご契約者の口座から引き落としします。

（ご契約者の銀行又は郵便局の口座からの引き落としが可能です。） 

 

（４）利用の中止等及び取消料（契約書第10条 参照） 

   ○ 利用予定期間の前に、利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、 

  若しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービ 

  スの実施日の前日までに事業者に申し出てください。                         

   ○ 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をさ 

  れた場合、取消料として、次の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、

    利用者の体調不良など正当な理由がある場合は、この限りでありません。 

      ・利用予定日の前日までに申し出があった場合 〈 無し 〉 

      ・利用予定日の前日までに申し出がなかった場合〈 当日の利用料金の自己負担  

                                                    額の全額 〉 

   ○ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により、希望 

  する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能な日時を提示して、協 

  議します。 

   ○ サービス利用期間中でも、利用を中止することができます。この場合、既に提 

  供したサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

   ○ 病気の際は、ご利用をお断りする場合があります。 

 

 

７．苦情の受付について（契約書第21条 参照） 

 

（１）当事業所における苦情の受付 

      当事業所における苦情やご相談は、次の窓口で受付します。また、１階エレ 

ベーター・ホールに苦情受付ボックスを設置しています。 

 

   ① 苦情受付窓口   

     ○ 苦情処理担当者   ショートステイ生活相談員    山 田 津 久 美 

              

     ○   責任者    管理者（施設長）          馬 場 智 純 

       〒 666－0138 兵庫県川西市西多田２－１－７    

                 TEL  072－793－6700       FAX  072－793－6677 

 

   ② 受付時間 

      月曜日から金曜日 午前９時００分から午後６時００分の間 
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（２）行政機関その他苦情受付機関 

 

  ①  兵庫県国民健康保険団体連合会 

          〒 650－0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目９番１－1801号   

        TEL 078－332－5617     FAX   078－332－5650 

             受付時間 月曜日から金曜日 午前８時４５分から午後５時１５分の間 

 

    ②  川西市福祉部 介護保険課 

          〒 666－8501 兵庫県川西市中央町 12番１号   

                 TEL 072－740－1149  

            受付時間 月曜日から金曜日 午前９時００分から午後５時００分の間 

 

 

 

 

（３）苦情処理に係る第３者委員 

   大阪・服部法律事務所 

    大阪府大阪市北区西天満５丁目１６番３号西天満ファイブビル８０５号室 

〒530－0047 

        TEL 06－6361－7711 

        弁護士 服部 廣志 

 

 

８．重要事項の説明 

 

    この重要事項の説明は、厚生省令第37号（平成11年３月31日）第８条に基づき、 

利用申込者又はそのご家族に対し説明し、同意を得たものです。 

 

 

 

 

 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護のサービスを提供するに際

し、本書面に基づき、重要事項の説明を行いました。  

 

   重要事項を説明した日     令和  年  月  日       時  分 説明終了 

 

      説 明 者    古  賀  大  介   ㊞ 
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短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護  

サ ー ビ ス 利 用 契 約 書 

 

                                        《ショートステイ やわらぎの里 西多田》 

 

                    様 （以下「契約者」という。）と、社会福祉法人 正和会（以下 

「事業者」という。）は、 契約者が、ショートステイ やわらぎの里 西多田（以下「事

業所」という。）において、事業所から提供される短期入所生活介護及び介護予防短期

入所生活介護サービス（以下「短期入所生活介護サービス」という。）を受け、それに

対する利用料金を支払うことに関し、次のとおり契約を締結します。 

 

 

第１条（契約の目的） 

 

 事業者が、介護保険法の主旨に基づき、契約者の有する能力に応じ、可能な限り 

自立した日常生活を営んでいただけるよう支援するため、契約者に対し、居室及び共用

施設等の使用を容認するとともに、第６及び第７条に規定する短期入所生活介護サー

ビスを提供することを目的とします。 

 

 

第２条（契約期間） 

 

１ 本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日      

までとします。 

 

２ 前項の契約期間が満了する日の２日前までに、契約者から文書による契約終了の

申し入れがない場合は、本契約は、同条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 

第３条（利用期間） 

 

  本契約でいう「利用期間」とは、第２条に定める契約期間において、事業者が契 

約者に対して、短期入所生活介護サービスを提供する期間をいいます。 

 

 

第４条（利用の中止、変更及び追加） 

 

１ 契約者は、前条に定める利用期間前において、短期入所生活介護サービスの利用 

を中止又は変更、若しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、

契約者は、サービス開始日の前日までに、事業者に申し出るものとします。 
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２ 事業者は、前項のサービス利用の変更又は追加の申し出に対して、契約者の希望 

する日にサービス提供ができない場合は、他の利用日を契約者に提示し協議するも 

のとします。 

 

３ 契約者は、利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます。 

 

４ 前項により、契約者がサービスの利用を中止し、事業所を退居する場合において、

事業者は、契約者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し必要な援助をする 

ものとします。 

 

 

第５条（短期入所生活介護計画） 

 

１ 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画（以下「ケアプラン」という。）が作 

成されている場合には、ケアプランに沿って契約者の短期入所生活介護計画を作成 

するものとします。 

 

２ 事業者は、ケアプランが作成されていない場合でも短期入所生活介護計画を作成

します。その場合、事業者は、契約者に対して居宅介護支援事業者を紹介するなど、 

ケアプラン作成のために必要な支援を行うものとします。 

 

３ 事業者は、短期入所生活介護計画については、その内容を契約者及びその家族等 

に説明し、同意を得た上で決定するものとします。 

 

４ 事業者は、契約者に係るケアプランが変更された場合、若しくは契約者及びその 

家族等から短期入所生活介護計画の変更要請があった場合、変更する必要性等につ 

いて調査し、変更の必要が認められた場合は、契約者及びその家族等と協議の上、短期

入所生活介護計画を変更するものとします。 

 

５ 事業者は、短期入所生活介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付

するものとします。 
 
 

第６条（介護保険給付対象のサービス） 

 

  事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、契約者に対して 

日常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。 
 
 

第７条（介護保険給付対象外のサービス） 

 

１ 事業者は、契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える短期入 
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所生活介護サービスを提供します。 

 

２ 事業者は、前項のほか、契約者との合意に基づき理美容、喫茶、行事等における 

特別食等のサービスについて、介護保険給付対象外のサービスとして提供します。 

 

３ 前２項のサービスの利用料金は、契約者が負担するものとします。 

 

４ 事業者は、第１項及び第２項のサービス提供について、必要に応じて契約者及び 

その家族等に説明するものとします。 
 
 

第８条（サービス利用料金の支払い） 

 

１ 契約者は、要介護度に応じて第６条のサービスを受けたときは、重要事項説明書 

に定める所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分（自己負担

額：通常はサービス利用料金の１割）を事業者に支払うものとします。ただし、契約者

が、要介護認定を受けていない場合及びケアプランが作成されていない場合 には、 

サービス利用料金の全額をいったん支払い、要介護認定後又はケアプラン作成後、自己

負担額を除く金額について介護保険からの払い戻し（償還払い）を受けるものとします。 

 

２ 第７条のサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定のサービス

利用料金を、事業者に支払うものとします。  

 

３ 契約者は、短期入所生活介護サービスにおいて、全食材費及び介護保険給付対象 

外のサービス利用料金について、事業者の請求に基づいてこれを支払うものとしま 

す。 
 
 

第９条（利用料金の変更） 

 

１ 前条第１項のサービス利用料金について、介護保険給付費制度等が変更された場

 合は、事業者は、サービス利用料金を変更することができるものとします。 

２ 前条第２項のサービス利用料金については、経済状況の著しい変化やその他やむ

 を得ない事由がある場合には、事業者は、サービス利用料金を相当額に変更すること

ができるものとします。この場合には、契約者及びその家族等に変更日の２ヶ月前まで

に説明するものとします。 

 

３ 契約者は、前項の変更に同意できない場合は、本契約を解除することができるも 

のとします。 
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第10条（利用中止の取消料） 

 

  契約者が、利用開始日に利用の中止を申し出た場合、重要事項説明書に掲げる所 

定の取消料を事業者に支払っていただく場合があります。ただし、契約者の体調不良や

不慮の事故等により、事業所への連絡が難しい等の正当な事由がある場合は、この限り

ではありません。 

 

 

第11条（サービス提供不実施時の支払い） 

 

  事業者は、本契約の有効期間中、地震・風水害等その他自己の責に帰すことがで 

きない事由により短期入所生活介護サービスが提供できなくなった場合には、契約 

者に対して、既に実施したサービスを除き、所定のサービス利用料金の支払い請求する

ことはできないものとします。 

 

 

第12条（精算） 

 

  第17条第１項第２号ないし第６号により本契約が終了した場合において、契約者

 が、既に実施された短期入所生活介護サービスに対する利用料金支払義務及び第15

 条第３項（原状回復の義務）その他の条項に基づく義務を負っているときは、契約 

  終了日から１週間以内に精算するものとします。  

 

 

第13条（事業者及びサービス従事者の義務） 

 

１  事業者及びサービス従事者は、短期入所生活介護サービスの提供にあたって、契約

者の生命身体及び財産の安全確保に努めるものとします。 

 

２ 事業者は、契約者の体調や健康状態を勘案し必要な場合は、事業所の医師又は看 

護職員、若しくは主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、契約者から必要

な事項を聴取・確認の上、短期入所生活介護サービスを提供するものとします。 

 

３ 事業者は、契約者に対する短期入所生活介護サービスの提供に関する記録を作成

し、これを５年間保管するとともに、契約者若しくはその代理人の請求に応じて閲覧及

び写しを交付するものとします。 

 

４ 事業者は、短期入所生活介護サービスの提供時において、契約者の病状が急変した

場合その他必要な場合は、すみやかに主治医への連絡等を行うとともに、契約者の家族

等に報告し、必要に応じてあらかじめ定めた協力医療機関へ連絡を行うものとします。 
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第14条（守秘義務等） 

 

１  事業者及びサービス従事者は、短期入所生活介護サービスを提供する上で知り得た

契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩してはならないも

のとし、本契約が終了した後も継続するものとします。 

 

２ 事業者は、契約者に医療上その他必要がある場合には、医療機関等に契約者に関 

する心身等の情報を提供できるものとします。 

 

３ 前二項にかかわらず、契約者に係る居宅支援事業所等との連携を図る必要がある

など正当な理由がある場合には、契約者又はその家族等の個人情報を用いることが 

できるものとします。 

 

 

第15条（契約者の義務） 

 

１ 契約者は、事業所の敷地、居室及び共用施設を本来の用途で適切に利用するもの 

とします。ただし、契約者の心身の状況等により特別の配慮が必要な場合には、契約者

及びその家族等と事業者との協議により、施設及び設備の利用方法等を決定するもの

とします。 

 

２ 短期入所生活介護サービスの提供及び安全衛生管理等により、必要があると認め

られる場合には、事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入るなどの措置

を講ずることができるものとします。ただし、その場合には、事業者は契約者のプライ

バシー等の保護について十分、配慮するものとします。 

 

３ 契約者は、事業所の敷地、施設及び設備について、故意又は重大な過失により滅失、

破損、汚損、若しくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか相当の代価

を支払うものとします。 

            

 

第16条 （損害賠償責任） 

 

１ 事業者は、本契約に基づく短期入所生活介護サービスの提供に伴い、事業所の責に

帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合は、賠償責任を負うものとし、第14条の

守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、契約者に故意又は過失が認められる

場合には、契約者の心身の状況等を斟酌の上、相当と認められるときに限り、損害賠償

の責任を減じることができるものとします。 

 

２ 事業者は、前項の損害賠償責任をすみやかに履行するものとします。 

 



－16－ 

 

３ 事業者は、次の各号に該当する場合には、損害賠償責任を免れます。 

 

（１）契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意 

 にこれを告げず又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した 

 場合 

 

（２）契約者が、短期入所生活介護サービスの提供に必要な事項の聴取・確認におい 

 て、故意にこれを告げず又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が 

 発生した場合 

 

（３）契約者の急激な体調の変化等、事業者の提供した短期入所生活介護サービスを 

 原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合 

 

（４）契約者が、事業者若しくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に 

    もっぱら起因して損害が発生した場合 

 

 

第17条（契約終了の事由及び援助） 

 

１ 契約者は、次の各号に掲げる契約終了事由がない限り、本契約により、事業者が 

提供するサービスを利用することができるものとします。 

 

（１）契約者が死亡した場合 

 

（２）要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合 

 

（３）事業者が解散命令を受けた場合又は破産した場合、若しくはやむを得ない事由 

 により事業所を閉鎖した場合 

 

（４）施設の滅失や重大な毀損により、短期入所生活介護サービスの提供が不可能と 

 なった場合 

 

（５）事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

 

（６）第18条ないし第20条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

２ 事業者は、前項の第１号を除く各号により、本契約が終了する場合には、契約者 

の心身の状況やその置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うものとします。 
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第18条（契約者からの中途解約等） 

 

１ 契約者は、本契約期間中に契約を解除することができるものとします。この場合 

には、契約終了を希望する日の７日前までに事業者に通知するものとします。 

 

２ 契約者は、次の各号に該当する場合には、本契約を即時に解約することができる 

ものとします。 

 

（１）第９条第３項により本契約を解除する場合 

 

（２）契約者が入院した場合 

 

（３）契約者に係るケアプランが変更された場合 

 

 

第19条（契約者からの契約解除） 

 

  契約者は、事業者若しくはサービス従事者が、次の各号に該当する場合には、本 

契約を解除することができるものとします。 

 

（１）事業者若しくはサービス従事者が、正当な理由なく本契約に定める短期入所生 

 介護サービスを提供しない場合 

 

（２）事業者若しくはサービス従事者が、第14条の守秘義務に違反した場合 

 

（３）事業者若しくはサービス従事者が、故意又は過失により契約者の身体、財産及 

 び信用等を傷つけ又は著しい不信行為を行い、その他本契約を継続しがたい重大 

 な事情があると認められる場合 

 

（４）他の利用者が契約者の身体、財産及び信用等を傷つけた場合又は傷つけるおそ 

 れがある場合において、事業者が適切に対応しない場合 

 

 

第20条（事業者からの契約解除） 

 

  事業者は、契約者またはその家族等が、次の各号に該当する場合には、本契約を解

除することができるものとします。 

 

（１） 契約者やその家族等が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果として、本契約を継続しがた

い重大な事情が認められる場合 
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（２）契約者やその家族等が、サービス利用料金の支払いを３ヵ月以上遅延しているにもか

かわらず、これを支払わない場合 

 

（３）契約者やその家族等が、故意、重大な過失、又はその行動により、事業者又はサービ

ス従事者、若しくは他の利用者等の生命、身体、健康、財物及び信用等を傷つけるなど

の重大な影響を及ぼす恐れがあり、又は著しい不信行為などにより、ホームでの援助が

著しく困難と考えられるなど、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

第 21条（連帯保証人） 

（１）契約者は、施設サービスの提供を受けるにあたり、連帯保証人１名を定めるものと

します。  

（２） 連帯保証人は、この契約に関する契約者の事業者に対する責務等について、契約者

と連帯して、又は 契約者に代わって責任を負うとともに、次に定める事項について

も同様の責任を負うものとします。  

①  契約者が病院等の医療機関に入院する場合、入院申込みの手続きや入院費等の医

療費の支払い。  

②  第２０条に掲げる契約終了に伴う利用者の受け入れ。  

③  契約者が死亡した場合、遺体の引受、遺留金品の処理その他必要な事項。  

④  前各号のほか、契約者の身上（延命治療、終末期の看取り等）に関する必要な事

項。  

 

（３） 前項の連帯保証人の負担は、極度額 １００万円を限度とする。  

（４） 連帯保証人の負担する債務の元本は、契約者又は連帯保証人が死亡したときに確定

するものとします。  

（５） 連帯保証人の請求があったときは、事業者は、連帯保証人に対し、遅滞なく、利用

料等の支払い状況 や滞納金の額、損害賠償の額等、契約者の全ての債務の額等に関

する情報を提供します。  

（６） 契約者は、連帯保証人が死亡、行方不明又は破産の申し立てなどで、その資格を喪 

失した時は、その 旨を事業者に報告し新たに連帯保証人を定めるものとします。  

（７） 事業者は、社会通念上、連帯保証人を定めることができないと認められる相当な理 

由がある場合には、 第１項の規定にかかわらず、これを定めないことができます。  

（８） 前項に該当する契約者が契約期間中に死亡した場合は、契約者の保険者（市町村）

の指示を受けて対応します 

 

 

第22条（苦情処理） 

 

  事業者は、その提供した短期入所生活介護サービスに関する契約者等からの苦情

 を受けるための苦情窓口を設置し、適切に対応するものとします。 

 

 

第23条（協議） 

 

  本契約に定めのない事項について問題が生じた場合には、事業者は、介護保険法 
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その他の法令等に基づき、契約者と誠意をもって協議するものとします。 

 

 

第24条（重要事項の説明） 

 

  契約者は、事業者より提供される短期入所生活介護サービスを利用するにあたっ

 ては、重要事項の説明を受け、それに同意するものとします。 
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個人情報の利用に係る同意書 
 

社会福祉法人 正和会 

理事長 古賀 大介 様 

 

私は、社会福祉法人 正和会(以下、本会とします)の介護サービスを利用するにあたり、

以下の個人情報保護方針を承認し、本会が個人情報を共有・利用することについて同意   

致します。 
 

 

記 
 

 

個人情報に関する方針（プライバシーポリシー） 
 

 社会福祉法人正和会は、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。 
 

１．本会は、人格尊重の理念のもとに関係法令等を遵守し、実施する事業において個人  

情報を慎重に取り扱います。 
 

２．本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。 
 

３．本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲内

で利用します。 

 

 本会では、ご利用者様に一層質の高い一体的な介護サービスを提供させていただくため、

ご利用者様やご家族様等の個人情報を適法かつ適正な方法で収集し、共有・利用させて   

いただきます。また、下記にあらかじめ規定した利用目的の範囲内における共有・利用に    

限り、事前にご利用者様ご本人あるいはご家族様等の同意を改めて得ることはありません

ので、ご了承ください。 
 

Ⅰ．本会法人内部での利用 

①本会が提供する介護サービスのご利用に係る諸手続き、介護保険事務等にかかる書類

の発送・確認・連絡、入退居等の管理、会計・経理、事故の報告 

②契約内容の確認等の書類発送・確認・問い合わせ 

③サービス担当者会議等、介護サービス向上に関する会議・打ち合わせのための資料提供 

④行事の実施・資料作成およびご案内状の送付 

⑤介護保険法等の法律情報（改定情報を含む）等に関する案内・問い合わせ 

⑥各種アンケート等の調査依頼・実施、ケース検討・研究、統計資料等の作成 

⑦ご利用者様の近況報告や本会からのお願い等に関する文書の作成・送付 

⑧学生や実習生等の実習・研修に係る協力 

⑨館内公共スペースや個人スペースにおける氏名の掲示、クラブ活動等の個人作品    

および氏名の掲示、行事等写真の掲示 

 

Ⅱ．他の介護保険事業者等への情報提供を伴う利用 

①ご利用者様・ご家族様等が必要とされる場合において、他の介護保険事業者や居宅   

介護支援事業所との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

②ご利用者様の診療等にあたり、外部の医師の意見や助言を求める場合 
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③審査支払い機関へのレセプト提出等の介護保険事務 

④審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 

⑤損害賠償保険などにかかる保険会社等への相談、または届け出 

⑥ボランティア活動を実施するにあたり、最低限必要な情報の提供 

 

 

 

４．本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等に基づく場合を除き、本人の同意を得る

ことなく個人情報を外部に提供しません。 

 

本会は、個人情報を事前にご利用者様ご本人あるいはご家族様等の同意を得ることなく 

第三者に提供いたしません。但し、次の場合を除きます。 

①法令等に基づく場合 

②生命、身体または財産の保護のために必要となる場合で、ご利用者様やご家族様等の 

同意を得ることが困難な場合 

③公衆衛生の向上またはご利用者様のより良い生活に資するために、特に必要がある  

場合で、ご本人の同意を得ることが困難な場合 

④国の機関、地方公共団体、またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行    

することについて協力する必要がある場合で、ご本人の同意を得ることが困難な場合。  

あるいは、ご利用者様やご家族様等の同意を得ることで、その事務の遂行に支障を   

及ぼすおそれがあるとき 

 

 

 

５．本会は、個人情報を正確に把握するとともに、漏えい、滅失、き損などを防止する   

ための措置を講じます。 
 

６．本会は、自己の個人情報について、開示、訂正、追加、削除、利用停止を求める     

申し出があったときは、適切かつ速やかに対応します。 

 

本会は、正確かつ最新に個人情報を保ち、これを安全に管理します。紛失、改ざん、   

漏洩を防止するため、コンピュータウイルスなどに対する適正な情報セキュリティーを 

講じます。 

 また、ご利用者様・ご家族様等から、個人情報について開示･訂正･利用停止・消去の     

要請があった場合、ご請求内容に基づいて、適切な対応を致します。 

 

 

 

７．本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情に、速やかに対応します。 

 

苦情および事故原因があったときは、正しく記録し、迅速に原因の究明を行なって、    

是正、報告および防止につとめます。なお、苦情および事故処理の担当者及び責任者は    

以下のとおりです。 
 

（担 当）苦情および事故解決責任者：  各事業所 施設長 

苦情および事故処理担当者：  各事業所 生活相談員 
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（連絡先）やわらぎの里 清和台        やわらぎの里 東谷 

 川西市清和台東４丁目５番地の２６  川西市一庫北中島１番１ 

     電話：０７２－７９８－０００７   電話：０７２－７９１－６５００ 

 

やわらぎの里 ぷらす館              やわらぎの里 西多田 

川西市清和台東４丁目５番地１    川西市西多田 2丁目 1番 7号 

     電話：０７２－７９９－８６６５    電話：０７２－７９３－６７００ 

  

 

 

８．本会は、個人情報を保護するための適切な措置を講じるとともに、個人情報保護に  

関する役員及び職員の意識啓発に努めます。 
 

９．本会は、この方針を実行するため「個人情報保護取扱規程」を定め、これを本会の   

役員及び職員に周知徹底します。 

 

 入職時に守秘義務に係る誓約書を提出させ、入職時および継続研修において個人情報  

保護に関する研修を実施します。また、派遣や業務委託先業者へも同様の措置を講じます。 

 

以上 
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 上記の契約・同意を証するため本書２通を作成し、契約者、事業者が署名押印

の上、各１通を保管するものとします。  

 

 

 令和  年  月  日 

 

   【 契約者 】 

 

      氏  名                                ㊞ 

 

      住  所 

 

      電話番号 

 

 

  【 代理人 兼 連帯保証人 】 

 

      氏  名                                ㊞（契約者との関係     ） 

 

      住  所 

 

      電話番号 

 

 

 

   【 事業者 】 

 

      事業者名   社会福祉法人 正和会 

         理事長 古 賀 大 介 

 

      事業所名   ショートステイ やわらぎの里 西多田 

              〈指定 第 2873102384号〉 

 

管 理 者   施設長  馬 場 智 純 

 

      住  所   兵庫県川西市西多田2丁目1番7号 

            TEL  072－793－6700   FAX 072－793－6677 

 


